








モデル事業（2/2）

取組対策

➤モデル廃止措置活動（計画立案から契約、プロジェクトマネジメントを一気通貫で行う活動）への次
代の廃止措置を担う若手の参画
・プロジェクト体制の整備

→ R4.7.11 原子力科学研究所廃止措置プロジェクト（再処理特別研究棟及びプルトニウム研究１
棟）設置規則（新規制定）

R5.4.25 原子力科学研究所廃止措置プロジェクト設置規則（改定）

・プロジェクトマネジメント資格取得

→ 廃止措置関係者によるPMC（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ）、PMS（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ）
の取得

＜人材育成＞

➤先行事例の知識化（現場作業の映像の撮影、後続部署の現場見学）

→ 動画データを取得し、廃止措置動画を制作

➤モデル事業等における廃止措置のデータの取得・蓄積

→ 解体作業時間、廃棄物発生量、被ばく量等のデータを取得中

➤後続廃止措置施設への得られた知識や成果（良好事例等）の反映

→ 学会にてプロジェクト体制の導入を発表予定

＜知識・経験等の継承＞
・解体状況のアーカイブ化

・知識の組織定着

➤放射性廃棄物の発生時に、埋設処分時に求められる廃棄体の技術上の基準の １つである埋設不
適物の除去を実施するため、廃棄物の品質保証として、保安の品質保証体系に導入

→ R4.9.29 再処理特別研究棟解体分別マニュアル（新規制定）

➤保安の品質保証体系に基づく、放射性廃棄物の発生時における廃棄物の分類・分別の実施

→ 解体廃棄物の分別作業記録等を作成

＜放射性廃棄物発生～処分まで
を統括管理する仕組み構築＞

・処分に向けた品質保証体系の
構築
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放射性廃棄物の処理（固体廃棄物）
放射性廃棄物管理の目的は、発生した廃棄物を安全に管理し、放射線の影響から人間と環境を防護することです。廃棄物管理は、廃

棄物の分類で始まり、収集、処理、容器への収納、地中への埋設処分で終了します。このうち、処理の主要な目的は、発生した廃棄物の

量（嵩）を減らす（減容）とともに、物理的、化学的に安定な形に変えることです。

原子力科学研究所では、発生した放射性廃棄物は、含まれる放射性核種の種類、放射能・放射線レベル、物理的な性状等に応じて分

類がなされ、それぞれの特性に応じた処理が行われます。処理された廃棄物については、それぞれの放射能レベルに応じた適切な保管

容器に収納された上で、処分が実施されるまでの間、保管廃棄施設において保管管理されます。
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放射性廃棄物の処理（液体廃棄物）

※

※

※今後、アスファルト固化設備での処理を終了し、あわせて分類の放射能濃度区分も見直す。（現在許認可手続き中）

原子力科学研究所では、発生した液体廃棄物は、タンクローリー等で廃棄物処理施設へ搬送され、それぞれの特性に応じた処理がな

されています。液体廃棄物の大部分は、蒸発処理された後、セメント等で容器に固形化されています。

また、放射能レベルが低く、蒸発処理に適さない液体廃棄物は、希釈処理された後、濃度を確認して海洋に放出されています。一方、

放射能レベルが高いもの、或いは、α廃棄物については、発生施設で容器に固形化処理されています。
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